
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

介
護
保
険

農

業

住

宅

下
水
道

介
護
保
険
料
仮
徴
収
の

お
知
ら
せ

６５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

は
、
算
定
の
基
礎
と
な
る
住
民
税

の
賦
課
が
通
常
６
月
に
行
わ
れ
る

た
め
、
７
月
に
年
間
保
険
料
が
決

ま
り
ま
す
。

保
険
料
決
定
ま
で
の
間
、
昨
年

度
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
き
）
に
よ
り
介
護
保
険
料

を
納
め
る
方
は
、
平
成
２０
年
２
月

と
同
じ
額
を
平
成
２０
年
８
月
ま
で

の
各
納
付
月
に
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

ま
た
、
平
成
２０
年
４
月
よ
り
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
又
は
国
民

健
康
保
険
税
と
、
介
護
保
険
料
を

特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。（
下

表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）

問
い
合
わ
せ

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

役
場
介
護
保
険
課
総
務
管
理
係

�
９
８
５
―
４
１
１
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

遊
休
農
業
地
を

な
く
し
ま
し
ょ
う
！

安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
が

で
き
る
「
利
用
権
設
定
等
促
進
事

業
」
で
農
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、

遊
休
農
地
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

「
利
用
権
設
定
等
促
進
事
業
」

と
は
、
農
地
の
貸
し
借
り
を
行
う

場
合
、
町
が
農
家
の
申
出
に
よ
り
、

利
用
権
の
設
定
計
画
な
ど
を
ま
と

め
て
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」

を
作
成
し
、
農
業
委
員
会
の
決
定

を
経
て
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、

安
心
し
て
農
用
地
の
貸
し
借
り
を

行
う
事
業
で
す
。

こ
の
事
業
は
、
契
約
の
期
間
が

終
了
す
る
と
、
貸
し
た
農
地
を
確

実
に
返
し
て
も
ら
え
ま
す
。
ま
た
、

貸
し
手
は
離
作
料
を
支
払
う
必
要

も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」
の

申
出
は
、「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

申
出
書
」
と
「
農
用
地
利
用
集
積

計
画
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

農
業
委
員
会
事
務
局
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※

用
紙
が
必
要
な
方
は
、
農
業

委
員
会
事
務
局
に
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

な
お
、
従
来
か
ら
こ
の
事
業
を

利
用
し
て
い
る
方
へ
は
期
間
満
了

前
に
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間

４
月
１
日（
火
）〜
２１
日（
月
）

執
務
時
間
中

問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局

�
９
８
５
―
４
１
３
１

老
朽
放
置
建
物
除
却
へ

補
助
を
開
始

安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の
一

環
と
し
て
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
め
ざ
し
、
人
口
集
中
地
区
内

で
の
防
災
性
を
高
め
、
ま
た
、
地

震
や
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
２

次
災
害
の
防
止
や
、
住
環
境
の
改

善
を
図
る
た
め
、
老
朽
放
置
建
物

を
除
却
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

補
助
内
容

人
口
集
中
地
区
内
で
昭
和
５６
年

５
月
３１
日
以
前
に
着
工
さ
れ
、
現

に
放
置
さ
れ
て
い
る
１
戸
建
て
の

建
物
を
、
権
限
を
持
っ
て
除
却
す

る
人
に
対
し
て
、
９
万
円
を
限
度

と
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
ま
ち
づ
く
り
課

計
画
建
築
係

�
９
８
５
―
４
１
２
４

公
共
下
水
道
事
業
認
可
変
更

松
前
町
で
は
、
浸
水
対
策
と
し

て
公
共
下
水
道
雨
水
事
業
実
施
の

た
め
、
変
更
認
可
申
請
を
行
い
、

２
月
１５
日
付
け
で
愛
媛
県
知
事
よ

り
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
雨
水
事
業
実
施
区
域
の
事

業
実
施
期
間
は
平
成
２６
年
３
月
３１

日
ま
で
の
予
定
で
す
。
実
施
に
あ

た
り
ま
し
て
は
、
皆
さ
ん
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
は

図
書
の
写
し
が
縦
覧
で
き
ま
す
の

で
、
希
望
す
る
方
は
、
役
場
上
下

水
道
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
上
下
水
道
課

�
９
８
５
―
４
１
２
６

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
介
護
保
険

◆
農
業

◆
住
宅

◆
下
水
道

◆
募
集

・
町
営
住
宅

◆
お
知
ら
せ
・
愛
媛
マ
ン
ダ
リ
ン
パ
イ
レ
ー
ツ

平成２１年
２月

本 徴 収
（７月に決定する年間保険料額
から仮徴収で納めていただいた
保険料額を差し引いた額を納め
ていただきます）

平成２０年４月より特別徴収が始まります。
（介護保険料とは別に算定されます）

１２月１０月８月

仮 徴 収

（平成２０年２月の介護保険料
額と同額を各納付月に納めて
いただきます）

６月４月

後期高齢者医療保険料
又は国民健康保険税

平成２０年
２月

本 徴 収

介護保険料
（納付月）

徴 収

区 分
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